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厚
生
労
働
省
は
一
一
月
一
九
日
、
平
成
二

五
年
「
障
害
者
雇
用
状
況
の
集
計
結
果
」
を

と
り
ま
と
め
た
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
民
間
企
業
で
働
く
障
害

者
の
割
合
は
今
年
六
月
一
日
時
点
で
、
前
年

を
○
・
○
七
ポ
イ
ン
ト
上
回
る
一
・
七
六
％
、

雇
用
障
害
者
数
は
前
年
よ
り
二
万
六
五
八
四

人
増
の
四
○
万
八
九
四
七
・
五
人
と
集
計
さ

れ
、
と
も
に
過
去
最
高
を
更
新
し
た
。

　

今
年
四
月
か
ら
、
民
間
企
業
の
法
定
雇
用

率
が
一
・
八
％
か
ら
二
・
○
％
に
引
き
上
げ

ら
れ
、
対
象
企
業
も
従
業
員
五
六
人
以
上
か

ら
五
○
人
以
上
に
拡
大
し
て
い
る
。
法
改
正

が
障
害
者
雇
用
を
後
押
し
す
る
結
果
と
な
っ

た
模
様
だ
。

　

本
集
計
は
、
障
害
者
雇
用
促
進
法
に
基
づ

き
、
毎
年
六
月
一
日
現
在
の
身
体
障
害
者
、

知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
の
雇
用
状
況
に

つ
い
て
、
雇
用
義
務
の
あ
る
事
業
主
か
ら
の

報
告
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
。
民
間
企
業
で

は
八
万
五
三
一
四
社
が
対
象
と
な
る
。

精
神
障
害
者
の
雇
用
者
数
が
大
幅
増

　

雇
用
障
害
者
数
は
、
前
年
よ
り
二
万
六
五

八
四
人
増
加
の
四
○
万
八
九
四
七
・
五
人
と

な
っ
た
。
集
計
で
は
、
重
度
身
体
障
害
者
と

重
度
知
的
障
害
者
は
一
人
を
二
人
相
当
で
計

算
す
る
。
重
度
以
外
の
身
体
障
害
者
お
よ
び

知
的
障
害
者
な
ら
び
に
精
神
障
害
者
の
短
時

間
労
働
者
は
、
一
人
を
○
・
五
人
相
当
で
計

算
す
る
た
め
端
数
が
出
る
。

　

今
回
集
計
で
は
、
身
体
障
害
者
は
三
○
万

三
七
九
八
・
五
人
（
対
前
年
比
四
・
四
％
増
）、

知
的
障
害
者
は
八
万
二
九
三
○
・
五
人
（
同

一
一
・
○
％
増
）、
精
神
障
害
者
は
二
万
二

二
一
八
・
五
人
（
同
三
三
・
八
％
増
）
と
い

ず
れ
も
前
年
よ
り
増
加
。
な
か
で
も
精
神
障

害
者
の
伸
び
が
顕
著
だ
っ
た
。
そ
の
背
景
に

つ
い
て
、
厚
労
省
担
当
者
は
、「
二
○
○
六
年

四
月
か
ら
精
神
障
害
者
を
実
雇
用
率
に
カ
ウ

ン
ト
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
企
業
側
の
理
解

も
深
ま
っ
て
き
た
。
働
き
た
い
と
い
う
精
神

障
害
者
も
増
加
傾
向
に
あ
り
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
の
地
道
な
取
り
組
み
も
あ
り
、
数
値
が
伸

び
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
説
明
す
る
。

　

業
種
別
に
み
る
と
、
製
造
業
は
一
二
万
三

○
一
五
・
五
人
（
前
年
一
一
万
九
一
一
八
・

五
人
）、
情
報
通
信
業
は
一
万
九
四
三
七
人

（
同
一
万
七
八
一
五
・
五
人
）、
運
輸
業
、

郵
便
業
は
二
万
六
三
七
八
・
五
人
（
同
二
万

四
四
四
八
人
）、
卸
売
業
、
小
売
業
は
六
万

二
○
一
九
・
五
人
（
同
五
万
六
七
五
三
・
五

人
）、
医
療
、
福
祉
は
四
万
八
七
○
九
・
五

人
（
同
四
万
三
四
○
二
・
五
人
）
な
ど
、
い

ず
れ
も
前
年
よ
り
増
加
。
一
方
、
生
活
関
連

サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業
は
一
万
一
九
七
・
五

人
（
同
一
万
八
八
○
人
）
と
な
り
、
前
年
よ

り
減
少
し
た
。

医
療
、
福
祉
で
は
法
定
雇
用
率
を 

上
回
る

　

実
雇
用
率
は
前
年
（
一
・
六
九
％
）
を
○
・

○
七
ポ
イ
ン
ト
上
回
る
一
・
七
六
％
と
な
り
、

昨
年
に
続
き
、
過
去
最
高
を
更
新
し
た
。

　

従
業
員
規
模
別
に
み
る
と
、
今
年
か
ら
対

象
に
加
わ
っ
た
五
○
―
五
六
人
未
満
は
一
・

五
六
％
と
な
る
。
一
方
、
従
来
か
ら
報
告
対

象
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
み
る
と
、
五
六
―
一

○
○
人
未
満
は
一
・
三
九
％
（
前
年
同
率
）、

一
○
○
―
三
○
○
人
未
満
は
一
・
五
二
％（
同

一
・
四
四
％
）、
三
○
○
―
五
○
○
人
未
満

は
一
・
七
一
％
（
同
一
・
六
三
％
）、
五
○

○
―
一
○
○
○
人
未
満
は
一
・
七
七
％
（
同

一
・
七
○
％
）、
一
○
○
○
人
以
上
で
一
・

九
八
％
（
一
・
九
○
％
）
と
な
っ
た
。

　

業
種
別
で
み
る
と
、
も
っ
と
も
高
い
の
は

「
医
療
、
福
祉
」（
二
・
○
五
％
）
で
唯
一
、

法
定
雇
用
率
を
上
回
っ
た
。
そ
の
ほ
か
、
民

間
企
業
平
均
（
一
・
七
六
％
）
を
上
回
っ
た

の
は
、「
農
林
漁
業
」（
一
・
八
三
％
）、「
製
造

業
」（
一
・
八
六
％
）、「
電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・

水
道
業
」（
一
・
九
三
％
）、「
運
輸
業
、
郵
便

業
」（
一
・
八
二
％
）、「
金
融
業
、
保
険
業
」（
一

･
八
三
％
）、「
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯

楽
業
」（
一
・
九
八
％
）、「
サ
ー
ビ
ス
業
」（
一
・

八
○
％
）
の
七
業
種
と
な
る
。
逆
に
、「
不
動

産
業
、
物
品
賃
貸
業
」（
一
・
四
三
％
）、「
教
育
、

学
習
支
援
業
」（
一
・
四
五
％
）、「
情
報
通
信

業
」（
一
・
四
八
％
）、
は
平
均
を
下
回
っ
た
。

法
定
雇
用
率
達
成
企
業
の
割
合
は
低
下

　

一
方
、
今
回
の
法
改
正
で
は
対
象
企
業
を

五
六
人
以
上
か
ら
五
○
人
以
上
に
拡
大
し
た
。

こ
の
結
果
、
法
定
雇
用
率
達
成
企
業
の
割
合

は
前
年
（
四
六
・
八
％
）
を
四
・
一
ポ
イ
ン

ト
下
回
る
四
二
・
七
％
と
な
っ
た
。

　

従
業
員
規
模
別
に
み
る
と
、
今
回
か
ら
対

象
に
加
わ
っ
た
五
○
―
五
六
人
未
満
は
三

四
・
五
％
と
な
っ
た
。
一
方
、
従
来
か
ら
対

象
と
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
五
六
―
一

○
○
人
未
満
が
四
四
・
五
％
（
前
年
四
三
・

七
％
）、
一
○
○
―
三
○
○
人
未
満
が
四
三
・

五
％
（
同
四
八
・
五
％
）、
三
○
○
―
五
○

○
人
未
満
が
三
九
・
七
％
（
四
六
・
八
％
）、

五
○
○
―
一
○
○
○
人
未
満
が
三
七
・
六
％

（
同
四
七
・
一
％
）、
一
○
○
○
人
以
上
が

四
一･

七
％
（
同
五
七
・
五
％
）
と
な
り
、

五
六
―
一
○
○
人
未
満
を
除
き
す
べ
て
の
規

模
で
前
年
よ
り
低
下
し
て
い
る
。

未
達
成
企
業
に
は
直
接
指
導
も

　

今
回
集
計
は
八
万
五
三
一
四
社
が
対
象
。

そ
の
う
ち
、
三
万
六
四
一
三
社
が
法
定
雇
用

率
を
ク
リ
ア
。
残
る
四
万
八
九
○
一
社
が
未

達
成
企
業
に
あ
た
る
。

　

未
達
成
企
業
を
み
る
と
、
不
足
し
て
い
る

人
数
は
「
○
・
五
人
ま
た
は
一
人
」（
六
二
・

一
％
）、「
一
・
五
人
ま
た
は
二
人
」（
二
一
・

五
％
）、「
二
・
五
人
ま
た
は
三
人
」（
七
・
七
％
）、

「
三
・
五
人
ま
た
は
四
人
」（
四
・
○
％
）
な

ど
と
な
る
。

　

厚
労
省
は
、
実
雇
用
率
の
低
い
事
業
主
に

対
し
て
は
、
雇
用
率
達
成
指
導
を
行
い
、「
雇

入
れ
計
画
」
の
着
実
な
実
施
に
よ
る
障
害
者

雇
用
の
推
進
を
指
導
し
て
い
る
。
不
足
数
の

と
く
に
多
い
企
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
企
業

の
幹
部
に
対
し
、
厚
労
省
本
省
に
よ
る
直
接

指
導
も
実
施
し
て
い
る
。�（
調
査
・
解
析
部
）

ト
ピ
ッ
ク
ス

障
が
い
者
雇
用

3

雇
用
障
害
者
数
、
実
雇
用
率
と
も
に
過
去
最
高
を
更
新
―
―
厚
労
省
集
計




